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【会議録】 

令和４年度第１回島本町社会教育委員会議 

 

■ 辞令交付 

■ 教育長あいさつ 

■ 自己紹介 

■ 議長・副議長の選出（中村議長、岩崎副議長を選出） 

■ 署名委員の選出 

 

【議 題】 

（１） 教育・保育重点目標及び関係機関に対する指示事項について 

   事務局：  教育・保育重点目標及び関係機関に対する指示事項について、説

明。資料１ 

 委 員：   「動くこども１１０番運動」とあるが、これはどのような活動

か。「こども１１０番の家」とは異なる活動か、お聞きしたい。 

   事務局：  もともとは、街の中に旗やステッカーを掲示することで、子ども

たちに対する防犯啓発活動として大阪府内一律でおこなっていたと

聞いている。現在は各市町村で独自に取り組んでおり、本町では島

本町ＰＴＡ連絡協議会や島本町青少年指導員協議会の協力を得て、

啓発活動に取り組んでいる。 

 委 員：  「動くこども１１０番運動」とは、保護者の自転車や民間会社の

営業車、または工事車両等にポスターを貼ることで、広域でパトロ

ールし、啓発活動を行っている。「こども１１０番の家」とは異な

るが、目的は同様のものである。 

 委 員：  島本町いきいき・ふれあい教育事業実行委員会とは、具体的には

どのようなものか。また、他の事業では具体的な活動について書か

れているようだが、ここでは指示事項に「実行委員会の円滑な運営

に努める」とあり、違和感がある。どういった意図でこのような指

示がされているのか、お聞きしたい。 

 事務局：  いきいき・ふれあい教育事業は、実行委員会形式で活動してい

る。家庭、地域、学校の総合的な教育力の向上を図り、地域社会を

挙げて子供の健全育成に向けた取組を促進することに学校教育や地

域における諸活動を活性化するとともに、自立自己表現豊かな人間



関係作りなど子どもに対して生きる力を育むことを目的に平成１２

年度から続いている事業である。具体的には、各学校、保育所、Ｐ

ＴＡ等が関わり、パトロール等の活動や、活動内容を広く周知する

ために広報部会を設けて「いきふれだより」の発行にも取り組んで

いる。しかし、近年はコロナの影響もあり、活動自体がそもそも十

分にできておらず、滞ってしまっている。そうした状況を鑑みて

「円滑な運営」という指示が入ったものである。また、実行委員会

制だが、事務局として町も関わっているため、円滑な運営ができる

ようにサポートをするといった意味合いも含まれている。 

 副議長：  青少年人権教育事業の「学習支援の場」と「識字学級」につい

て、おそらく地域によって異なると思うが、島本町ではターゲット

はどのような方か、どのような取組をしているか、お聞きしたい。 

 事務局：  まず「学習支援の場」だが、小中学生が主な対象になっている。

放課後に町立人権文化センターに集まり、町が任用した会計年度任

用職員が学校の宿題や勉強のサポートを行っており、学習後にはレ

クリエーション活動等もしている。みんなで集う場所の提供といっ

た目的も込めて設定している事業である。 

   「識字学級」については、「学習支援の場」と同様に町立人権文

化センターでかなり以前から行っている。以前は字が読めない方に

対して、できる限り読めるようになるよう、取り組んでいた。現在

は受講生が３名から４名程度おり、識字の勉強の他、地域について

の勉強等も行っている。 

 副議長：  社会的に見て、親の経済格差が子どもの学力格差になってしまう

といったことが言われている。そうした面からも、こういった事業

や、学校や保護者だけでない地域の力が、より子どもたちの成長に

繋がっていくように今後とも支援を続けていってほしい。 

 議 長：  学校ごとの放課後学習について、現在はコロナで一部の学校が中

断したままだが、またそうした機会があれば、地域の方のボランテ

ィアの力も生かしていけるようになるのではと思う。 

  委 員： 人権文化センターの学習支援と、学校の学習支援とは別か。 

 議 長：  別である。「学習支援の場」は生涯学習課の事業だが、学校の学

習支援は、学校単位で行っている。ボランティアについては今年度

から教育センターに管轄が変わり、そこにボランティア登録をされ



た方が派遣されるという形である。機会があれば、ボランティアや

子どもたちの勉強の支援等をやっていただければ、と思う。

    

 委 員：  「学習支援の場」だが、子どもたちが勉強する習慣を身につけら

れるようにすること。また、年齢の離れた子どもたちが一緒になれ

る場所を提供すること。この二つが目的であると思っている。 

   ただ、人権文化センターの立地上、町内全域の子どもたちが来る

というのが難しく、そこは少し気にかかる部分である。 

 議 長：  その意見は以前から出ている。今後の検討課題としていただきた

いと思う。 

   本件について、承った。 

 

（２） こども読書活動の実施について 

 事務局：  こども読書活動の実施について、説明。資料２ 

 副議長：  ブックスタート事業について、どのような取組かお伺いしたい。 

 事務局：  現在のコロナ禍においての内容としては、図書館からおすすめの

本等についての冊子のようなものを作成し、担当課にそこで説明し

てもらう形で、図書館職員は直接参加していない。 

 副議長：  子どもの検診のときにそういうことがあるという、本の紹介とい

うことか。 

 事務局：  冊子等を渡して、図書に関心を持っていただくというものである。 

 副議長：  自治体によっては、例えば目の見えない子どもたちの場合は点字

図書の案内等、行政サービスの案内を一緒に入れるといった取組を

されているところもあるが、そういったことは何かされているか。 

 事務局：  一般的には夏休み前になれば、子どもたちに向けて図書館司書か

らおすすめ本を作成し配布等しているが、視聴覚の不自由な方に対

しては、まだ十分にできてない部分もあるため、今後の検討課題と

していきたい。 

 副議長：  学校図書館についてだが、蔵書の規模はどれくらいか。町立図書

館から貸し出すことももちろん良いことだが、本来であれば、学校

が自前でまかなうのが一番いい。 

 委 員：  学校の規模が異なるので、図書館の規模も異なる。その学校の図

書標準を基準に予算が立っており、蔵書は分野別に子どものニーズ

に合ったものを揃えて置くよう努めているが、蔵書数については各



校にばらつきがある。予算もあるため、学校図書館だけでは十分で

はないが、町立図書館と連携し、学校だけで揃えられない本につい

ては町立図書館に補っていただきたい。また、子どもが直接図書館

に行くということも大事であり、いろいろな学びを得てもらいたい

と考えている。いろいろなところで本が手に取れる、また、本が借

りられる場所を確保していくことも、町立図書館との連携を以って

図られるべきである。単元の終了後にその作者の別の著作や、同じ

テーマの品を取り上げてみたいという場合に、学校だけでは難しい

ので、町立図書館にて補っている。 

 副議長：  子どもたちができるだけ多くの本に触れることが出来るように取

組がされているということで理解した。「町立図書館に行っておい

で」と言っても、例えば低学年の子1人で行くのはやはり危ない部

分もある。学校で貸してもらえるという機会は大きなことだと思う

ので、今後も取組を続けてほしい。 

 委 員：  「団体貸出の実施」とあるが、今の話は、「個人貸出」になるの

か。 

 事務局：  「個人貸出」である。「団体貸出」とは、先ほどの学校との連携

とは異なり、いろいろなボランティア団体や読み聞かせの会等への

貸出のことである。 

 委 員：  「読み聞かせボランティアの養成」という項目が出ているが、ボ

ランティアも高齢化しているので、少し若い世代の方々が入ってい

ただけるようにボランティアを新たに募集するのを、お願いしたい

と思っている。 

   また、町内四つの小学校それぞれに読み聞かせのグループがある

が、それらがお互いに繋がりを持つようなことができればいいと以

前から考えている。それに関してもぜひ町の力添えがいただければ

と思う。 

 事務局：  ご意見として伺う。また、学校側でもボランティアのネットワー

クが形成されれば良いと考えている。 

 委 員：  「読書手帳の活用」とあるが、読書手帳とはどのようなものか。 

 事務局：  「島本町子ども読書活動推進のための方針」を作成した当時は、

自分自身でいつ、何の本を読んだのか分かるよう、手帳のような形

で、手書きの表を作成したと聞いている。 



   現在、それに近い現在の事業として「読書オリンピック」を行っ

ている。これは読了した本について、いつ、何の本を読んだのか用

紙に記入し、読んだ本が１０冊に達すれば、町立図書館にてシール

を１枚渡す、目標の８０冊を達成すれば景品を渡すというものであ

る。読書手帳とは異なるが、多くの本を読んでいただき、記録を残

していただくような事業として今も展開している。 

 議 長：  本件について、承った。 

 

（３）  社会教育関係団体補助金の見直しについて 

事務局： 社会教育関係団体補助金の見直しについて、説明。資料３ 

    委 員： 補助金については以前から行財政改革の中で見直しの話が上がっ

ていたが、すぐに移行することは難しかったと思う。今回このよう

な形になったが、今後も慎重に進めていただきたい。 

  本件について、承った。 

 

 (4)  島本町住民福祉審議会委員の推薦について 

 事務局： 島本町住民福祉審議会委員の推薦について、説明。資料４ 

 議 長：  現在、私が委員となっている。任期替に伴い、他の委員に変わっ

ても問題ない。希望される委員がいなければ、継続してもかまわな

い。 

 委 員：  継続していただければ、と思う。 

 議 長：  引き続き、私が委員となる。 

   本件について、承った。 

   以上をもって閉会とする。 
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